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３ 地域におけるシェアリングエコノミーの推進② 9

(2)地域におけるシェアリングエコノミーの推進を巡る課題

 我が国では、シェアリングエコノミーサービスの認知度や利用意向が低く、住民にとって身近な存在である地方自治体の理解

も進んでいないため、地域への浸透が図りにくくなっているのではないか。

 シェアリングエコノミーサービスは、主に民間事業者のプラットフォーム上で提供されており、これを活用することが、効率的・効

果的な展開につながるのではないか。

 シェアリングエコノミーが様々な分野に進展すればするほど、シェアリングエコノミーにおける個人間などの一時的取引が、従来

型の個別サービスの営業ごとに規定された現行法令（＝「業法」）に抵触する場合が生じてくるのではないか。

我が国では、他国と比較して、事故やトラブルといったシェアリングエコノミーサービスへの不安が強い。このようなサービスに対

する利用者の不安や既存の条例等が障壁となり、地域におけるシェアリングエコノミーの利活用が進んでいないのではないか。






